
参考資料３





持
続
可
能
な
地
域
交
通
の
実
現
に
向
け
た
課
題
と
論
点

論
点


人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
に
よ
り
需
給
両
面
で
の
地
域
交
通
の
確
保
維
持
が
困
難

⇒
交
通
事
業
者
の
経
営
悪
化
・
担
い
手
不
足

⇒
都
市
の
コ
ン
パ
ク
ト
化
に
あ
わ
せ
た
公
共
交
通
網
の
見
直
し


Ａ
Ｉ
、
自
動
運
転
、
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
等
新
た
な
技
術
・
サ
ー
ビ
ス
の
進
展


イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の
増
加

地
域
交
通
を
巡
る
現
状
と
課
題


具
体
的
な
政
策
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た
め
、
昨
年

1
1
月
に
国
土
交
通
省
内
に
「
地
域
交
通
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
・
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
検
討
会
」
を
設
置
。
同
検
討
会
で
は
、
以
下
の
論
点
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
て
お
り
、
本
年
夏
頃
に
中
間
と

り
ま
と
め
を
予
定
。


地
域
の
創
意
工
夫
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
制
度
の
あ
り
方
（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
実
施
の
円
滑
化
等
）


既
存
輸
送
資
源
の
積
極
活
用
の
た
め
の
方
策
（
タ
ク
シ
ー
の
相
乗
り
導
入
等
）


地
域
交
通
に
関
す
る
計
画
制
度
の
あ
り
方
（
市
町
村
を
ま
た
が
る
広
域
的
な
移
動
へ
の
対
応
等
）


地
域
交
通
に
関
す
る
支
援
制
度
の
あ
り
方
（
地
域
交
通
に
関
す
る
計
画
制
度
と
の
連
携
強
化
等
）


交
通
事
業
の
経
営
連
携
・
共
同
化
（
交
通
事
業
へ
の
競
争
規
制
の
適
用
の
あ
り
方
等
）


Ａ
Ｉ
、
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
、
自
動
運
転
等
を
活
用
し
た
新
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
効
果
的
な
導
入


イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
へ
の
対
応

等
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地
域
交
通
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
検
討
会




配
車
ア
プ
リ
を
活
用
し
、
相
乗
り
に
よ
る

割
安
な
運
賃
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
等

に
よ
り
利
用
し
や
す
い
運
賃
・
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
。


全
国
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
を
対
象

と
す
る
。


利
用
し
や
す
い
タ
ク
シ
ー
の
運
賃
・

サ
ー
ビ
ス
の
導
入
が
必
要
。


空
い
た
座
席
の
活
用
や
ル
ー
ト
の

最
適
化
な
ど
タ
ク
シ
ー
事
業
の

生
産
性
向
上
が
必
要
。

＜
施
策
の
方
向
性
＞

＜
目
指
す
べ
き
姿
＞

＜
課
題
＞


相
乗
り
タ
ク
シ
ー
を
実
施
す
る

場
合
の
ル
ー
ル
を
整
備
。

タ
ク
シ
ー
の
相
乗
り
導
入

モ
ビ
リ
テ
ィ
の
維
持
・
確
保
に
向
け
た
取
組

※
昨
年
１
１
月
の
「
経
済
政
策
の
方
向
性
に
関
す
る
中
間
整
理
」
を
踏
ま
え
検
討
中
の
も
の
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住
民
の
生
活
交
通
＋
観
光
客
の

二
次
交
通
に
対
応
。


周
辺
自
治
体
と
の
連
携
。


自
動
車
運
送
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
し
、
よ
り
安
全
・
安
心
な
移
動

を
提
供
。


円
滑
な
合
意
形
成
。

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
実
施
の
円
滑
化


移
動
実
態
を
踏
ま
え
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
形
成
が
必
要
。


観
光
客
へ
の
二
次
交
通
の

対
応
も
必
要
。

＜
施
策
の
方
向
性
＞

＜
目
指
す
べ
き
姿
＞

＜
課
題
＞


観
光
客
も
輸
送
対
象
と
し
て
位
置

付
け
。


市
町
村
の
区
域
を
越
え
た
広
域
的

な
取
組
を
促
進
す
る
枠
組
み
を

構
築
。


自
動
車
運
送
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
し
や
す
く
す
る
た
め
の
仕
組
み
を

構
築
。




国
土
交
通
省
は
、
官
民
協
議
会
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
基
づ
き
、
平
成

3
0
年

9
月
、
航
空
法
に
基
づ
く
許
可
・
承
認
の
審
査
要
領
を
改
訂
。

⇒
離
島
・
山
間
部
等
で
補
助
者
を
配
置
し
な
い
目
視
外
飛
行
が
可
能
と
な
り
、
荷
物
配
送
に
要
す
る
コ
ス
ト
が
低
減
。

ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
有
人
地
帯
で
の
目
視
外
飛
行
の
実
現
に
向
け
た
取
組


早
け
れ
ば
３
年
以
内
に
、
ド
ロ
ー
ン
を
使
っ
た
荷
物
配
送
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
指
す
。


利
用
者
と
関
係
府
省
庁
等
が
制
度
の
具
体
的
な
在
り
方
を
協
議
す
る
「
官
民
協
議
会
」
を
立
ち
上
げ
る
。

第
２
回
未
来
投
資
に
向
け
た
官
民
対
話
（
平
成

2
7
年

1
1
月
５
日
開
催
）
に
お
け
る
総
理
ご
発
言
要
旨

官
民
協
議
会
の
設
立
（
関
係
府
省
庁
、
関
係
団
体
等
が
構
成
員
）


次
の
３
地
域
で
、
山
間
部
等
で
の
ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
荷
物
配
送
を
実
施
。


ド
ロ
ー
ン
の
飛
行
の
更
な
る
安
全
確
保


機
体
の
安
全
性
・
信
頼
性
の
認
証


操
縦
者
や
運
航
管
理
者
の
技
能
・
資
格
制
度


運
航
管
理
に
関
す
る
ル
ー
ル

※
そ
の
他
、
官
民
協
議
会
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
主
な
課
題
：
被
害
者
救
済
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、

土
地
の
所
有
権
と
上
空
飛
行
の
関
係
等

有
人
地
帯
で
の
目
視
外
飛
行
の
実
現
に
向
け
た
国
土
交
通
省
の
主
な
取
組
み

福
島
県
南
相
馬
市
・
双
葉
郡
浪
江
町

（
平
成

3
0
年

1
0
月
～
）

埼
玉
県
秩
父
市

（
平
成

3
1
年

1
月
）

大
分
県
佐
伯
市

（
平
成

3
1
年

2
月
）

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
）

（
楽
天
株
式
会
社
）

（
c
iR

o
b
o
ti
c
s
株
式
会
社
）

技
術
開
発
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、

2
0
1
9
年
度
内
に

制
度
の
基
本
方
針
を
策
定

2
0
2
2
年
度
目
途
に
、

有
人
地
帯
で
の
目
視
外
飛
行
を
可
能
に 3



【
参
考
】
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ
（
M
a
a
S
）
の
実
現
に
向
け
た
取
組

シ
ー
ム
レ
ス
な
移
動
を
実
現
す
る

ま
ち
づ
く
り
、
イ
ン
フ
ラ
整
備

と
の
連
携

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の

統
合
・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
に
向
け
た

デ
ー
タ
連
携


都
市
部
に
お
け
る
混
雑
、
地
方
部
に
お
け
る
交
通
手
段
の
維
持
・
確
保
等
、
我
が
国
の
交
通
の
抱

え
る
様
々
な
課
題
に
対
し
、

M
a
a
S
(M

o
b
il
it
y
 a

s
 a

 S
e
rv

ic
e
)※
等
の
新
た
な
モ
ビ
リ
テ
ィ
サ
ー

ビ
ス
の
推
進
に
よ
り
、
諸
課
題
の
解
決
に
つ
な
げ
る
。

※
M

a
a
S
…
出
発
地
か
ら
目
的
地
ま
で
の
移
動
に
係
る
検
索
・
予
約
・
決
済
な
ど
を
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
一
括
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ

ス
。
さ
ら
に
、
小
売
、
観
光
、
病
院
等
の
移
動
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
に
よ
る
移
動
の
高
価
値
化
も
含
む
。


国
土
交
通
省
と
し
て
は
、

M
a
a
S
相
互
間
の
連
携
に
よ
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
と

の
連
携
に
よ
る
移
動
の
高
付
加
価
値
化
、
望
ま
し
い
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
を
特
徴
と
す
る
「
日

本
版

M
a
a
S
」
の
早
期
実
現
に
向
け
、
下
記
３
つ
の
観
点
か
ら
取
組
を
推
進
。


平
成

3
1
年
度
予
算
案
「
新
モ
ビ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
推
進
事
業
」
で
実
証
実
験
の
支
援
等
を
行
う
。

（
3
.1
億
円
）

利
用
者
の
移
動
ニ
ー
ズ
に

き
め
細
か
く
対
応
す
る

運
賃
・
料
金
の
実
現

【
需
給
に
合
わ
せ
た
価
格
設
定
】


実
証
実
験
を
通
じ
て
社
会
的
受
容
性
を
検
討

【
包
括
料
金
・
定
額
制
】


複
数
の
交
通
手
段
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
た
定
額
乗
り

放
題
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
関
係
法

令
の
適
用
を
明
確
化

J
a
p
a
n
 T

a
x
i変
動
迎
車
料
金
の
実
証
実
験


多
様
な
交
通
モ
ー
ド
間
の
交
通
結
節
点
の
整
備

（
拠
点
形
成
）
、
新
た
な
モ
ビ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
に
対
応

し
た
走
行
空
間
の
確
保
を
推
進

(ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成

)

日
本
最
大
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

バ
ス
タ
新
宿

走
行
空
間
の
確
保


ま
ち
づ
く
り
計
画
に
官
民
デ
ー
タ
を
活
用
、
都
市
・
地
域

の
課
題
解
決
を
図
る
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
を
実
現

人
流
ﾃ
ﾞｰ
ﾀ
を
活
用
し
た
道
路
空
間
の
再
配
分
事
例

(松
山
市
花
園
町
通
り

)

マ
ー
ス

4

【
事
業
者
間
の
デ
ー
タ
連
携
】


デ
ー
タ
連
携
の
た
め
の
ル
ー
ル
整
備

（
実
証
実
験
も
活
用
し
た
仕
組
み
づ
く
り
）



【
参
考
】
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ
（
自
動
運
転
）
の
実
現
に
向
け
た
取
組

３
．
自
動
運
転
の
実
現
に
向
け
た
実
証
実
験
・
社
会
実
装

（
１
）
移
動
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

⇒
ラ
ス
ト
マ
イ
ル
自
動
運
転
に
よ
る
移
動
サ
ー
ビ
ス

中
山
間
地
域
に
お
け
る
道
の
駅
等
を
拠
点
と
し
た
自
動
運
転
サ
ー
ビ
ス

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
お
け
る
自
動
運
転
サ
ー
ビ
ス

（
２
）
物
流
の
生
産
性
向
上

⇒
ト
ラ
ッ
ク
の
隊
列
走
行
の
実
証
実
験

新
し
い
物
流
シ
ス
テ
ム
に
対
応
し
た
イ
ン
フ
ラ
活
用
検
討

１
．
自
動
運
転
の
実
現
に
向
け
た
環
境
整
備

（
１
）
車
両
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
、
制
度
整
備

⇒
G

7
交
通
大
臣
会
合
の
場
を
活
用
し
た
国
際
的
な
協
力
の
主
導

国
連

W
P
2
9
に
お
け
る
安
全
基
準
の
策
定

自
動
運
転
車
等
の
設
計
・
製
造
過
程
か
ら
使
用
過
程
に
わ
た
り
、
安
全
性
を
一
体
的
に

確
保
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
法
の
改
正
を
検
討
中

（
２
）
自
動
運
転
の
実
現
に
向
け
た
制
度
・
環
境
整
備

⇒
自
動
運
転
に
お
け
る
損
害
賠
償
責
任
に
関
し
て
、
運
行
供
用
者
責
任
の
維
持
等
の
方
針
を
公
表

運
送
事
業
へ
の
導
入
に
係
る
検
討

２
．
自
動
運
転
技
術
の
開
発
・
普
及
促
進

（
１
）
車
両
技
術

⇒
「
安
全
運
転
サ
ポ
ー
ト
車
（
サ
ポ
カ
ー
Ｓ
）
」
の
普
及
啓
発

（
２
）
道
路
と
車
両
の
連
携
技
術

⇒
自
動
運
転
を
視
野
に
入
れ
た
除
雪
車
の
高
度
化

高
速
道
路
の
合
流
部
で
の
情
報
提
供
に
よ
る
自
動
運
転
の
支
援

G
7
交
通
大
臣
会
合

通
信

ト
ラ
ッ
ク
隊
列
走
行

の
公
道
実
証

除
雪
車
の
高
度
化

中
山
間
地
域
に
お
け
る

道
の
駅
等
を
拠
点
と
し
た

自
動
運
転
サ
ー
ビ
ス

ラ
ス
ト
マ
イ
ル
自
動
運
転

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
お
け
る

自
動
運
転
サ
ー
ビ
ス

遠
隔
監
視
・
操
作


2
0
2
0
年
を
目
途
に
、
高
速
道
路
で
の
高
度
な
自
動
運
転
や
、
限
定
地
域
で
の
無
人
自
動
運
転
移
動
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
た
め
、

国
土
交
通
省
自
動
運
転
戦
略
本
部
（
本
部
長
：
国
土
交
通
大
臣
）
の
も
と
取
組
を
推
進
。

主
な
取
組
み

5



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正バリアフリー法について
背景・必要性

法律の概要

②公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進

○ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策のメニューを
国土交通大臣が新たに作成

○事業者は、ハード・ソフト計画※の作成・取組状況の報告・公表

③バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化

※基本構想作成市町村数：
全市町村の約２割（294/1,741）
３千人/日以上の旅客施設のある
市町村の約半数（268/613）

［H28年度末時点］

≪課題①：ﾊー ﾄ゙・ｿﾌﾄ両面の課題≫

(参考)
車いす利用者の
バス利用に係る
介助の様子

・市町村による方針の作成
・重点的に取り組む対象地区（※）の設定

【バリアフリーのマスタープラン】

・事業を実施する地区の設定
・事業内容の特定

当事者の参画する協議会の活用等により
定期的評価・見直し

【基本構想（具体事業調整）】

■ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ2020行動計画(H29.2 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ2020関係閣僚会議決定)

≪関連する政府決定等≫

「ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法を含む関係施策について、29年度中に検討を行う等により、そのｽﾊﾟｲﾗﾙｱｯﾌﾟを図る」

事故、トラブルの発生等を踏まえ、
既存施設を含む更なるハード対策、
また、旅客支援等のｿﾌﾄ対策を
一体的に推進する必要

≪課題②：地域の取組の課題≫

市町村(特別区を含む)による基本
構想未作成・フォローアップ
不足等により、地域における
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化が不十分

○市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度を創設
(協議会等における調整、都道府県によるサポート、作成経費支援）

2020年東京ﾊ゚ﾗ大会の開催を契機とした共生社会の実現、高齢者、障害者等も含んだ一億総活躍社会の実現の必要性

地区内事業者等
による事業実施

【研修の様子(介助の擬似体験)】

【遊覧船】

観光立国実現に向け、貸切バ
スや遊覧船もﾊﾘ゙ｱﾌﾘー 化が必要

公共交通機関に加え、建築物
等に関するバリアフリー情報の
積極的な提供が必要

ﾊﾘ゙ｱﾌﾘー 施策の評価等に当た
り、障害者等の参画・視点の
反映が必要

≪課題③：利用し易さの課題≫

【バリアフリー対応のﾊ゙ｽ(ﾘﾌﾄ付ﾊ゙ｽ)】

④更なる利用し易さ確保に向けた様々な施策の充実

○ 貸切ﾊﾞｽ・遊覧船等の導入時におけるバリアフリー基準適合を義務化
○ 建築物等のバリアフリー情報の提供を新たに努力義務化
○ 障害者等の参画の下、施策内容の評価等を行う会議の開催を明記

○近接建築物との連携による既存地下駅等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を促進するため、
協定(承継効)制度及び容積率特例を創設

※施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制

①理念規定／国及び国民の責務

○理念規定を設け、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」を明確化
○「心のバリアフリー」として、高齢者、障害者等に対する支援（鉄道利用者による声かけ等）を明記

駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路
及びバリアフリートイレ整備が容易に

※赤字：平成30年11月１日施行、青字：平成31年４月１日施行

※対象地区内
・公共交通事業者等の事前届出を通じた交通結節点の調整
・ﾊ゙ﾘｱﾌﾘー ﾏｯﾌ゚作成に対する地区内事業者等の情報提供
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「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」の一部改正

案及び「一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃に関する認可申請の取扱いに

ついて（案 」 関するパブリックコメントの募集について） に

平成３１年３月７日

＜問い合わせ先＞

自動車局旅客課

（内線 41-242、41-243）

を検討しています。国土交通省では 別紙案のとおり通達の改正及び新規通達の発出、

このため、広く国民の皆様からこの案に対するご意見を以下の要領で募集いたし

。 、 、ます 皆様から頂いたご意見につきましては 担当部局において取りまとめた上で

検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、意見に対する個別の回答はいた

しかねますので、あらかじめその旨ご了解願います。

意見募集要領

１．意見募集対象

「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」の一部・

改正案

・ 一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃に関する認可申請の取扱いにつ「

いて（案 」）

２．意見募集期間

平成３１年３月７日（木）～平成３１年４月５日（金 （必着））

３．意見送付方法

別紙の意見提出様式に、氏名、住所、所属（会社名又は所属団体名 、電話番号）

電子メールアドレスをご記入の上（又は同等の記載事項を記載したものにより 、）

以下のいずれかの方法で送付して下さい。

①郵送の場合

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３

国土交通省自動車局旅客課 パブリックコメント担当 あて



②電子メールの場合（テキスト形式でお願いいたします ）。

hqt-ryokaku@ml.mlit.go.jp電子メールアドレス：

国土交通省自動車局旅客課 パブリックコメント担当 あて

※電子メールの件名を「 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する「

制度について」の一部改正及び「一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運

賃に関する認可申請の取扱いについて（案 」 関するパブリックコメント」と） に

してください。

③ＦＡＸの場合

FAX番号：03-5253-1636

国土交通省自動車局旅客課 パブリックコメント担当 あて

○留意事項

・ ご意見を正確に把握するため、電話等によるご意見はご遠慮願います。

・ いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめその

旨をご了承願います。

・ いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開され

る可能性があることをあらかじめ御了承下さい。



（別添：意見提出様式） 

国土交通省自動車局旅客課 

パブリックコメント担当 あて 

 

「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」の一部改正

案及び「一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃に関する認可申請の取扱いに

ついて（案）」に関するパブリックコメント 
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「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」の一

部改正案及び「一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃に関する認可申

請の取扱いについて（案）」について 

 

平成 31 年３月 

国 土 交 通 省 

自動車局旅客課 

 

１．背景 

 近年、タクシー事業においては、輸送人員、運送収入が減少の一途を辿っ

ており、新たな需要喚起策が求められている。このような中で、配車アプリ

の登場により、ＩＣＴを活用した新たなタクシーサービスの実現が期待され

ており、配車アプリの更なる普及は今後のタクシー事業の発展に不可欠なも

のとなっている。 

 配車アプリを活用してタクシーの運賃を乗車前に確定させるサービス（事

前確定運賃）については、平成 29 年８月から実証実験を行ったところであり、

その結果を踏まえて当該サービスを実施するための認可申請の取扱いを定め

ることとする。 

 

２．概要 

（１）「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」

の一部改正について 

 ・ 運賃の一類型として事前確定運賃を位置付け、距離制運賃の適用を想

定した運送を行おうとする場合において、旅客の求め又は同意（配車ア

プリ等の利用を通じた同意を含む。）があるときは、事前確定運賃を適

用できることとする。 

 

（２）「一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃に関する認可申請の取

扱いについて（案）」について 

① 事前確定運賃を以下のとおり定義する。 

  事前確定運賃は、配車アプリ等に搭載された電子地図（一般的に流

通しており、地図情報が定期的に更新される仕組みを持ったものに限

る。以下同じ。）を用いて、旅客が入力した乗車地点と降車地点との

間の推計走行距離を基に算定した距離制運賃に、地方運輸局長等が年

度ごとに定めた係数を乗じ、１円単位を四捨五入して算定するもので

あることとする。 

② 事前確定運賃の適用方法については、以下のとおりとする。 

 ・ 旅客に対して、電子地図上において走行予定ルート又は走行予定

ルート上の主要経由地点（幹線道路、交差点、有料道路出入口等）
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のいずれかを示すとともに、事前確定運賃額（各種割引を適用する

場合は、割引前及び割引後の運賃額）を提示し、旅客の了解を得て

適用することとする。 

 ・ 運転者は、旅客に対して事前確定運賃を適用する旨を確認すると

ともに、原則、旅客に示した走行予定ルート又は走行予定ルート上

の主要経由地点を逸脱することなく運送を行うものとする。 

 ・ 運送途中で旅客の都合によって走行予定ルートの変更（やむを得

ないものと事業者が判断した場合における走行予定ルート上の施設

への必要最小限度の時間内での立ち寄りは含まない。）を行う場合

には、事前確定運賃による運送をその時点で終了し、事前確定運賃

額を収受するとともに、新たに当該運送終了地点から距離制運賃に

より運送を開始することとする。 

 ・ 運転者の都合による走行予定ルートの変更（交通規制によるもの

を含む。）は、旅客の了承を得て行うこととし、収受する運賃は事

前確定運賃額とする。 

 ・ 係数は、乗車予定時刻が属する時間帯の係数を用いることとし、

異なる係数が設定されている複数の時間帯をまたぐことが想定され

る運送については、旅客の乗車地点から次の時間帯に到達すると想

定される地点までの走行距離と、当該時間帯に到達すると想定され

る地点から旅客の降車地点までの走行距離をもとに、それぞれの時

間帯における距離制運賃を算定（初乗り運賃は最初の時間帯の距離

制運賃に算入することとし、次の時間帯の距離制運賃は加算運賃の

みで算定することとする。また、旅客の乗車地点から次の時間帯に

到達すると想定される地点までの走行距離が初乗り距離に満たない

場合や、加算距離の途中時点で次の時間帯に到達する場合において

は、初乗り運賃又は加算運賃を、次の時間帯に到達すると想定され

る地点までの距離と当該時間帯に到達すると想定される地点から初

乗り距離又は加算距離に到達すると想定される地点までの距離で按

分することとする。）し、それぞれの時間帯ごとの係数を用いて算

定した事前確定運賃を合算して運送全体の事前確定運賃を算定する

ものとする。なお、通常時間帯と割増時間帯をまたぐ場合において

は、運送の一部に割増時間帯での運送を含む旨を予め旅客に示すこ

ととする。 

 ・ 事前確定運賃には深夜早朝割増以外の割増及び各種割引を適用す

るものとする。 

 ・ 各種料金は事前確定運賃とは区分して適用するものとする。 

 ・ 荒天、イベント等による大規模な交通規制の発生により、事前確

定運賃の実施が困難になると予想される場合は、事前確定運賃は適

用しないものとする。 

③ 認可申請手続きについては以下のとおりとする。 
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・ 年に一度、営業区域ごとに、地方運輸局長等が別途定める１ヶ月

の申請期間中に申請を受け付けることとする。ただし、当該期間以

外であっても、申請者が既に公示された有効な係数を用いることを

了承する場合には、申請することができるものとする。 

・ 申請書には、配車アプリ等の概要資料、申請する直近年度の輸送

実績を示した書面やデータ等の添付を求める。 

・ 事前確定運賃を適用しようとする営業区域において既に有効な係

数が公示されている場合であって、上記申請期間中に事前確定運賃

の認可申請を行なわなかった者及び１人１車制個人タクシー事業者

が当該係数を適用して事前確定運賃を設定する旨の認可申請を行う

場合にあっては、上記の輸送実績を示した書面やデータ等の提出は

不要とする。 

④ 審査方法については以下のとおりとする。 

・ 使用する配車アプリに所要の機能が備わっていることを確認する。 

・ 地方運輸局長等は、曜日、時間帯（１時間ごと）ごとに、申請期

間における全申請事業者の実績年度の総運賃収入額（総運送収入額

から料金等の額を除いたもの。）を、全申請事業者の実績年度の総

実車距離等から算定した推計総距離制運賃額（全申請事業者の実績

年度の総初乗り運賃収入額を考慮するものとする。）で除して各区

分の係数（以下「統一係数」という。）を定める。 

・ 統一係数は、申請事業者が現に適用する自動認可運賃又は公定幅

運賃の上限運賃と下限運賃の範囲内の初乗り運賃額等ごとに算定す

る。 

・ 地方運輸局長等は、統一係数を算定した時は、速やかにこれを公

示する。 

⑤ 認可の条件について 

・ 認可期限は、申請後最初に認可を受けた事業者の認可日から原則

１年間とする。 

・ 期限の更新のための認可申請を行う場合（過去に事前確定運賃の

認可を受けた者が、新たに認可申請する場合を含む。）には、輸送

実績を示した書面やデータ等を提出すること。なお、経過措置とし

て、本通達の施行日から２年を経過後、新たに認可又は認可を更新

するまでの間は、これによらないことができるものとする。 

・ その他所要の条件を付す。 

 

３．今後のスケジュール（予定） 

  公布・施行  平成 31 年４月頃 
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